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(57)【要約】
【課題】あるユーザ装置が、他のユーザ装置から送信さ
れた発見信号に基づき、当該他のユーザ装置を発見する
技術において、当該他のユーザ装置までの距離を推定す
る。
【解決手段】第１のユーザ装置が、第２のユーザ装置か
ら発見信号を受信することにより、当該第１のユーザ装
置と当該第２のユーザ装置との間の距離を推定する距離
推定方法において、前記第２のユーザ装置から、発見信
号の送信電力情報を含む当該発見信号を受信するステッ
プと、前記発見信号から前記送信電力情報を取得するス
テップと、前記第１のユーザ装置における前記発見信号
の受信電力情報と、前記送信電力情報とから前記第１の
ユーザ装置と前記第２のユーザ装置との間の距離を推定
するステップとを備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ装置が、第２のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該第１
のユーザ装置と当該第２のユーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であって、
　前記第２のユーザ装置から、発見信号の送信電力情報を含む当該発見信号を受信するス
テップと、
　前記発見信号から前記送信電力情報を取得するステップと、
　前記第１のユーザ装置における前記発見信号の受信電力情報と、前記送信電力情報とか
ら前記第１のユーザ装置と前記第２のユーザ装置との間の距離を推定するステップと
　を備えることを特徴とする距離推定方法。
【請求項２】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおいて、第１のユーザ装置が、第２
のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該第１のユーザ装置と当該第２のユ
ーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であって、
　前記基地局から、発見信号の送信電力情報に対応付けられる電力クラスを受信するステ
ップと、
　前記第２のユーザ装置から、発見信号を受信するステップと、
　前記第２のユーザ装置における前記受信した発見信号の送信電力情報を、前記電力クラ
スに基づき推定する電力推定ステップと、
　前記第１のユーザ装置における前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記電力推定
ステップにより推定された送信電力情報とから、前記第１のユーザ装置と前記第２のユー
ザ装置との間の距離を推定するステップと
　を備えることを特徴とする距離推定方法。
【請求項３】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおいて、第１のユーザ装置が、第２
のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該第１のユーザ装置と当該第２のユ
ーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であって、
　前記第２のユーザ装置から前記基地局に送信される上り信号を受信し、当該上り信号に
基づいて、当該第２のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を取得する送信電力取
得ステップと、
　前記第２のユーザ装置から、発見信号を受信するステップと、
　前記第１のユーザ装置における前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力
取得ステップにより取得された前記送信電力情報とから、前記第１のユーザ装置と前記第
２のユーザ装置との間の距離を推定するステップと
　を備えることを特徴とする距離推定方法。
【請求項４】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおいて、第１のユーザ装置が、第２
のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該第１のユーザ装置と当該第２のユ
ーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であって、
　前記第２のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を要求する要求信号を前記基地
局に送信し、当該基地局から当該送信電力情報を含む応答信号を受信する送信電力取得ス
テップと、
　前記第２のユーザ装置から受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力取得ステ
ップにより取得した前記送信電力情報とから、前記第１のユーザ装置と前記第２のユーザ
装置との間の距離を推定するステップと
　を備えることを特徴とする距離推定方法。
【請求項５】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおいて、当該基地局が、ユーザ装置
における発見信号の送信電力を制御する送信電力制御方法であって、
　ユーザ装置から送信される発見信号を監視することにより、発見信号を送信するユーザ
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装置の数を推定するユーザ装置数推定ステップと、
　発見信号を送信するユーザ装置の数と、ユーザ装置において発見信号の送信電力情報を
決めるために使用される電力クラスとを対応付けた電力クラス設定情報を参照することに
より、前記ユーザ装置数推定ステップにより推定されたユーザ装置の数に対応する電力ク
ラスを決定する電力クラス決定ステップと、
　前記電力クラス決定ステップにより決定された電力クラスをユーザ装置に通知するステ
ップと
　を備えることを特徴とする送信電力制御方法。
【請求項６】
　他のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該他のユーザ装置との間の距離
を推定するユーザ装置であって、
　前記他のユーザ装置から、発見信号の送信電力情報を含む当該発見信号を受信する手段
と、
　前記発見信号から前記送信電力情報を取得する手段と、
　前記ユーザ装置における前記発見信号の受信電力情報と、前記送信電力情報とから前記
第ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距離を推定する手段と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
【請求項７】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおけるユーザ装置であり、他のユー
ザ装置から発見信号を受信することにより、当該他のユーザ装置との間の距離を推定する
ユーザ装置であって、
　前記基地局から、発見信号の送信電力情報に対応付けられる電力クラスを受信する手段
と、
　前記他のユーザ装置から、発見信号を受信する手段と、
　前記他のユーザ装置における前記受信した発見信号の送信電力情報を、前記電力クラス
に基づき推定する電力推定手段と、
　前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記電力推定手段により推定された送信電力
情報とから、前記ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距離を推定する手段と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
【請求項８】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおけるユーザ装置であり、他のユー
ザ装置から発見信号を受信することにより、当該他のユーザ装置との間の距離を推定する
ユーザ装置であって、
　前記他のユーザ装置から前記基地局に送信される上り信号を受信し、当該上り信号に基
づいて、当該他のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を取得する送信電力取得手
段と、
　前記他のユーザ装置から、発見信号を受信する手段と、
　前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力取得手段により取得された前記
送信電力情報とから、前記ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距離を推定する手段
と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
【請求項９】
　ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムにおけるユーザ装置であり、他のユー
ザ装置から発見信号を受信することにより、当該他のユーザ装置との間の距離を推定する
ユーザ装置であって、
　前記他のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を要求する要求信号を前記基地局
に送信し、当該基地局から当該送信電力情報を含む応答信号を受信する送信電力取得手段
と、
　前記他のユーザ装置から受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力取得手段に
より取得した前記送信電力情報とから、前記ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距
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離を推定する手段と
　を備えることを特徴とするユーザ装置。
【請求項１０】
　ユーザ装置における発見信号の送信電力を制御する基地局であって、
　ユーザ装置から送信される発見信号を監視することにより、発見信号を送信するユーザ
装置の数を推定するユーザ装置数推定手段と、
　発見信号を送信するユーザ装置の数と、ユーザ装置において発見信号の送信電力情報を
決めるために使用される電力クラスとを対応付けた電力クラス設定情報を参照することに
より、前記ユーザ装置数推定手段により推定されたユーザ装置の数に対応する電力クラス
を決定する電力クラス決定手段と、
　前記電力クラス決定手段により決定された電力クラスをユーザ装置に通知する手段と
　を備えることを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末間通信に関するものであり、特に、端末間通信において、ある端末が他
の端末を発見する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信では、端末（以下、ユーザ装置ＵＥと呼ぶ）と基地局ＢＳが通信を行うこと
によりユーザ装置ＵＥ間で通信を行うことが一般的であるが、近年、ユーザ装置ＵＥ間で
直接に通信を行うことについての種々の技術が検討されている。
【０００３】
　ユーザ装置ＵＥ間で通信を行う際に、一方のユーザ装置ＵＥは、近隣の他方のユーザ装
置ＵＥを発見することが必要である。本願は、このユーザ装置ＵＥ間通信におけるユーザ
装置ＵＥの発見に関するものである。
【０００４】
　ユーザ装置ＵＥを発見する１つの手法として、各ユーザ装置ＵＥが、自身の識別情報を
含む発見信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を送出（ブロードキャスト）する手
法がある。例えば、図１に示すように、ユーザ装置ＵＥ－Ａが、自身の識別情報を含む発
見信号を送出し、当該発見信号をユーザ装置ＵＥ－Ｂが受信した場合、ユーザ装置ＵＥ－
Ｂは、発見信号の中にユーザ装置ＵＥ－Ａの識別情報があることを判別することにより、
ユーザ装置ＵＥ－Ａを発見する。なお、一例として、ユーザ装置ＵＥ－Ａを発見したユー
ザ装置ＵＥ－Ｂは、直接に、もしくは基地局ＢＳ経由で、ユーザ装置ＵＥ－Ａに対し、発
見した旨の通知をし、ユーザ装置ＵＥ－Ａと通信を行う。
【０００５】
　ここで、あるユーザ装置ＵＥが発見信号を送信することにより、当該ユーザ装置ＵＥが
どの程度の距離にある他のユーザ装置ＵＥに発見されるかは、当該ユーザ装置ＵＥが送信
する発見信号の送信電力に依存する。
【０００６】
　図２は、ユーザ装置ＵＥ－Ａが発見信号を送信し、ユーザ装置ＵＥ－Ｂ～Ｄがユーザ装
置ＵＥ－Ａを発見する状況を示している。図２に示すように、ユーザ装置ＵＥ－Ａの送信
電力が小さい場合、ユーザ装置ＵＥ－Ａは近い距離にあるユーザ装置ＵＥ－Ｂにのみ発見
される。ユーザ装置ＵＥ－Ａの送信電力が中程度の場合、ユーザ装置ＵＥ－Ａはユーザ装
置ＵＥ－Ｂ、ＵＥ－Ｃに発見される。ユーザ装置ＵＥ－Ａの送信電力が大きい場合、ユー
ザ装置ＵＥ－Ａはユーザ装置ＵＥ－Ｂ、ＵＥ－Ｃ、ＵＥ－Ｄに発見される。
【０００７】
　上記のように、ユーザ装置ＵＥの送信する発見信号の送信電力により、当該ユーザ装置
ＵＥがどの程度の距離にある他のユーザ装置に発見されるかが決まるが、ユーザ装置ＵＥ
が送信する発見信号の送信電力の大きさには以下のように種々の場合があり、一定ではな
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い。なお、以下は一例である。
【０００８】
　例１）バッテリ状態による違い
　十分なバッテリ残量を持つユーザ装置ＵＥは、より高い送信電力で発見信号を送信する
が、バッテリ残量が少ないユーザ装置ＵＥは省電力のために低い送信電力で送信する。
【０００９】
　例２）環境による違い
　例えば公園やローカルエリア等、ユーザ装置ＵＥの存在がまばらな環境においては、ユ
ーザ装置ＵＥは互いに距離の大きいユーザ装置ＵＥを発見するために大きな送信電力で発
見信号を送信し、ユーザ装置ＵＥの存在密度が高い環境（例：室内、駅等）においては、
スペースが限られているため、低い送信電力で発見信号を送信する。
【００１０】
　例３）サービスによる違い
　サービス毎に異なる発見の基準が設けられる可能性がある。例えば、広告サービスでは
、広い範囲のユーザ装置ＵＥに発見してもらうために、広告を行う店等は、高い送信電力
で発見信号を送信することが考えられる。一方、例えば、ローカルプリントサービス等で
は、限られたスペース（例えば同じ部屋）に存在するユーザ装置ＵＥに発見されるように
、ユーザ装置ＵＥであるプリンタは低い送信電力で発見信号を送信することが考えられる
。
【００１１】
　例４）送信電力制御（パワーコントロール）による違い
　ユーザ装置ＵＥは、干渉低減等のために送信電力制御を受けるため、発見信号の送信電
力もその送信電力制御に応じて変更される。例えば、干渉が高ければ送信電力を低くし、
干渉が低ければ送信電力を高くする。
【００１２】
　なお、従来技術として、例えば、特許文献１～４に記載された技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】US 8275407
【特許文献２】US 2011/0205887
【特許文献３】WO2008/034029
【特許文献４】US5931916
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ユーザ装置ＵＥの発見においては、自分と発見したユーザ装置ＵＥとの間の距離を知り
たいという要望がある。例えば、あるユーザ装置ＵＥが、１００ｍ以内にあるレストラン
を知りたい場合、レストラン（におけるユーザ装置ＵＥ）から送出された発見信号を受信
してレストランを発見するだけでなく、自分とレストランとの距離を知ることが必要であ
る。
【００１５】
　ユーザ装置ＵＥは、受信した発見信号の受信電力により、発見信号を送信したユーザ装
置ＵＥまでの距離を推定し得る。例えば、高い受信電力は、近い距離を示唆している。
【００１６】
　しかしながら、前述したように、ユーザ装置ＵＥは様々な送信電力で発見信号を送る可
能性があるため、受信電力からだけでは発見されたユーザ装置ＵＥまでの距離を推定する
ことは難しいという課題がある。
【００１７】
　例えば、図３に示す例において、ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユーザ装置ＵＥ－Ａ（レスト
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ランＡ）とＵＥ－Ｂ（レストランＢ）の両方を発見する。しかし、図４に示すように、ユ
ーザ装置ＵＥ－Ａは高い送信電力で発見信号を送信し、ユーザ装置ＵＥ－Ｂは低い送信電
力で送信しており、ユーザ装置ＵＥ－Ｃから見てユーザ装置ＵＥ－Ａのほうがユーザ装置
ＵＥ－Ｂよりも遠いにも関わらず、ユーザ装置ＵＥ－Ａから受信する受信電力のほうが大
きい。すなわち、受信電力のみで判断した場合、ユーザ装置ＵＥ－Ａのほうが近いと推定
することになるが、図３の例では、この推定は誤りとなる。
【００１８】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、あるユーザ装置が、他のユーザ装置か
ら送信された発見信号に基づき、当該他のユーザ装置を発見する技術において、当該他の
ユーザ装置までの距離を推定するための技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記の課題を解決するために、本発明の実施の形態によれば、第１のユーザ装置が、第
２のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該第１のユーザ装置と当該第２の
ユーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であって、
　前記第２のユーザ装置から、発見信号の送信電力情報を含む当該発見信号を受信するス
テップと、
　前記発見信号から前記送信電力情報を取得するステップと、
　前記第１のユーザ装置における前記発見信号の受信電力情報と、前記送信電力情報とか
ら前記第１のユーザ装置と前記第２のユーザ装置との間の距離を推定するステップとを備
えることを特徴とする距離推定方法が提供される。
【００２０】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
において、第１のユーザ装置が、第２のユーザ装置から発見信号を受信することにより、
当該第１のユーザ装置と当該第２のユーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であ
って、
　前記基地局から、発見信号の送信電力情報に対応付けられる電力クラスを受信するステ
ップと、
　前記第２のユーザ装置から、発見信号を受信するステップと、
　前記第２のユーザ装置における前記受信した発見信号の送信電力情報を、前記電力クラ
スに基づき推定する電力推定ステップと、
　前記第１のユーザ装置における前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記電力推定
ステップにより推定された送信電力情報とから、前記第１のユーザ装置と前記第２のユー
ザ装置との間の距離を推定するステップとを備えることを特徴とする距離推定方法が提供
される。
【００２１】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
において、第１のユーザ装置が、第２のユーザ装置から発見信号を受信することにより、
当該第１のユーザ装置と当該第２のユーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であ
って、
　前記第２のユーザ装置から前記基地局に送信される上り信号を受信し、当該上り信号に
基づいて、当該第２のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を取得する送信電力取
得ステップと、
　前記第２のユーザ装置から、発見信号を受信するステップと、
　前記第１のユーザ装置における前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力
取得ステップにより取得された前記送信電力情報とから、前記第１のユーザ装置と前記第
２のユーザ装置との間の距離を推定するステップとを備えることを特徴とする距離推定方
法が提供される。
【００２２】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
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において、第１のユーザ装置が、第２のユーザ装置から発見信号を受信することにより、
当該第１のユーザ装置と当該第２のユーザ装置との間の距離を推定する距離推定方法であ
って、
　前記第２のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を要求する要求信号を前記基地
局に送信し、当該基地局から当該送信電力情報を含む応答信号を受信する送信電力取得ス
テップと、
　前記第２のユーザ装置から受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力取得ステ
ップにより取得した前記送信電力情報とから、前記第１のユーザ装置と前記第２のユーザ
装置との間の距離を推定するステップとを備えることを特徴とする距離推定方法が提供さ
れる。
【００２３】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
において、当該基地局が、ユーザ装置における発見信号の送信電力を制御する送信電力制
御方法であって、
　ユーザ装置から送信される発見信号を監視することにより、発見信号を送信するユーザ
装置の数を推定するユーザ装置数推定ステップと、
　発見信号を送信するユーザ装置の数と、ユーザ装置において発見信号の送信電力情報を
決めるために使用される電力クラスとを対応付けた電力クラス設定情報を参照することに
より、前記ユーザ装置数推定ステップにより推定されたユーザ装置の数に対応する電力ク
ラスを決定する電力クラス決定ステップと、
　前記電力クラス決定ステップにより決定された電力クラスをユーザ装置に通知するステ
ップとを備えることを特徴とする送信電力制御方法が提供される。
【００２４】
　また、本発明の実施の形態によれば、上述した各方法の実施に適したユーザ装置、及び
基地局が提供される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の実施の形態によれば、あるユーザ装置が、他のユーザ装置から送信された発見
信号に基づき、当該他のユーザ装置を発見する技術において、当該他のユーザ装置までの
距離を推定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】端末間通信でユーザ装置ＵＥを発見する技術を説明するための図である。
【図２】ユーザ装置ＵＥ－Ａが発見信号を送信し、ユーザ装置ＵＥ－Ｂ～Ｄがユーザ装置
ＵＥ－Ａを発見する状況を示す図である。
【図３】課題を説明するための図である。
【図４】課題を説明するための図である。
【図５】第１の実施の形態の処理概要を説明するための図である。
【図６】第１の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの機能構成図である。
【図７】第１の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥ－Ｒの動作を示すフローチャートであ
る。
【図８】第２の実施の形態の処理概要を説明するための図である。
【図９】第２の実施の形態における基地局ＢＳの機能構成図である。
【図１０】第２の実施の形態における基地局ＢＳの動作を示すフローチャートである。
【図１１】第２の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの機能構成図である。
【図１２】第２の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの動作を示すフローチャートである
。
【図１３】第３の実施の形態の処理概要を説明するための図である。
【図１４】第３の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの機能構成図である。
【図１５】第３の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの動作を示すフローチャートである
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。
【図１６】第４の実施の形態の処理概要を説明するための図である。
【図１７】第４の実施の形態における基地局ＢＳの機能構成図である。
【図１８】第４の実施の形態における基地局ＢＳの動作を示すフローチャートである。
【図１９】第４の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの機能構成図である。
【図２０】第４の実施の形態におけるユーザ装置ＵＥの動作を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形
態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけ
ではない。
【００２８】
　　（第１の実施の形態）
　　まず、本発明の第１の実施の形態を説明する。
【００２９】
　＜処理内容＞
　第１の実施の形態では、各ユーザ装置ＵＥは、発見信号の中に、自分の識別情報に加え
て、送信電力を示す指標（ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含め、当該指標を含む発見信号を送信
する。ここで、送信電力を示す指標の中には送信電力に関する指標 and/or 送信アンテナ
ゲインに関する指標を含んでもよいものとする。また、送信電力や送信アンテナゲイン等
、信号の受信側で距離推定に用いることができる送信電力に関する情報を送信電力情報と
称してよい。すなわち、発見信号を受信したユーザ装置ＵＥは、送信電力情報と受信電力
情報を用いて距離を推定する。
【００３０】
　本実施の形態では、送信電力を量子化して上記指標とし、当該指標を発見信号の中に含
める。例えば、送信電力を３クラス（２ビットで表現可能）に量子化する。より具体的に
は、例えば、送信電力を、高（ｈｉｇｈ）、中（ｍｉｄｄｌｅ）、低（ｌｏｗ）の３つに
分類し、高を１１で表し、中を１０で表し、低を０１で表すものとする。そして、発見信
号を送信するユーザ装置ＵＥにおいては、例えば、発見信号の送信電力が第１の閾値以上
であれば、送信電力を高と判定して１１を発見信号に含めて送信し、発見信号の送信電力
が第１の閾値未満で第２の閾値以上であれば、送信電力を中と判定して１０を発見信号に
含めて送信し、発見信号の送信電力が第２の閾値未満であれば、送信電力を低と判定して
０１を発見信号に含めて送信する。
【００３１】
　上記発見信号を受信したユーザ装置ＵＥにおいては、発見信号に含まれる指標を抽出し
、当該指標から送信電力を判定する。例えば、高：１１であれば送信電力を２３ｄＢｍと
判定し、中：１０であれば２０ｄＢｍと判定し、低：０１であれば１５ｄＢｍであると判
定する。２３ｄＢｍ、２０ｄＢｍ、１５ｄＢｍ等は予め定めておく値である。
【００３２】
　図５に、第１の実施の形態における処理の一例を示す。図１に示すように、ユーザ装置
ＵＥ－Ａ（レストランＡ）が、自身の識別情報と、送信電力の指標＝１１とを含む発見信
号を送信する。また、ユーザ装置ＵＥ－Ｂ（レストランＢ）が、自身の識別情報と、送信
電力の指標＝０１とを含む発見信号を送信する。ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユーザ装置ＵＥ
－Ａからの発見信号とユーザ装置ＵＥ－Ｂからの発見信号とを受信することにより、ユー
ザ装置ＵＥ－Ａとユーザ装置ＵＥ－Ｂを発見する。
【００３３】
　ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユーザ装置ＵＥ－Ａ（レストランＡ）からの発見信号に含まれ
る指標により、当該発見信号の送信電力を２３ｄＢｍ（高）と推定し、ユーザ装置ＵＥ－
Ｂ（レストランＢ）からの発見信号に含まれる指標により、当該発見信号の送信電力を１
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５ｄＢｍ（低）と推定する。そして、ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、それぞれの発見信号の上記
送信電力と、受信電力とに基づいて、自分とユーザ装置ＵＥ－Ａ（レストランＡ）との距
離と、自分とユーザ装置ＵＥ－Ｂ（レストランＢ）との距離を推定できる。ここでは、自
分とユーザ装置ＵＥ－Ａ（レストランＡ）との距離のほうが、自分とユーザ装置ＵＥ－Ｂ
（レストランＢ）との距離よりも大きい値として推定される。
【００３４】
　なお、上記のような量子化は一例に過ぎない。より細かく量子化してもよいし、送信電
力の値そのものを発見信号に含めてもよい。
【００３５】
　　＜装置構成＞
　図６に、本実施の形態に係るユーザ装置ＵＥの機能構成図を示す。図６に示す例は、発
見信号の送信側のユーザ装置ＵＥ－Ｓと、発見信号の受信側のユーザ装置ＵＥ－Ｒとを別
々に記載しているが、発見信号を送信する機能と、受信した発見信号から距離を推定する
機能の両方をユーザ装置ＵＥが備えてもよい。また、図６に示す構成に関し、ユーザ装置
ＵＥ－Ｓについては、発見信号の送信に係る機能を特に示し、ユーザ装置ＵＥ－Ｒについ
ては、発見信号を受信して距離を推定する機能を特に示すものであり、いずれも、無線信
号を送受信したり、情報を入出力するための機能等、ユーザが使用する端末として必要な
既存機能を含むものである。他の実施の形態においても同様である。
【００３６】
　ユーザ装置ＵＥ－Ｓは、送信部１１、発見信号生成部１２、指標判定部１３を備える。
送信部１１は、所定の無線リソースを用いて発見信号を無線で送信する。指標判定部１３
は、発見信号送信に用いる送信電力に基づき、発見信号に含めるべき指標を決定し、当該
指標を発見信号生成部１２に渡す。発見信号生成部１２は、当該指標と、自身の識別情報
とを含む発見信号を生成する。
【００３７】
　ユーザ装置ＵＥ－Ｒは、受信部２１、受信エネルギ推定部２２、発見信号デコーダ２３
、及び距離推定部２４を備える。
【００３８】
　受信部２１は、所定の無線リソースで発見信号を受信する。受信エネルギ推定部２２は
、受信した発見信号の受信電力を測定し、当該受信電力の値を距離推定部２４に渡す。な
お、受信エネルギ推定部２２が測定する値は、受信電力に限られず、例えば、受信信号強
度、受信点の電界強度等でもよい。これらの情報のように、距離の推定に用いることがで
きる受信電力に関する情報を受信電力情報と称してよい。
【００３９】
　発見信号デコーダ２３は、受信した発見信号から送信ユーザ装置ＵＥの識別情報と、送
信電力の指標を抽出し、更に、指標から、送信電力を特定し、識別情報と送信電力を距離
推定部２４に渡す。なお、例えば、発見信号デコーダ２３は、指標の各値毎に、送信電力
値を対応付けて保持する記憶手段を備え、当該記憶手段を参照することにより、指標に対
応する送信電力を決定する。
【００４０】
　距離推定部２４は、受信電力と送信電力とから、発見信号を送信したユーザ装置ＵＥと
自身との距離を推定する。なお、受信電力と送信電力等を用いて距離を算出すること自体
は一般的な技術である。
【００４１】
　＜距離推定のためのユーザ装置ＵＥの処理フロー＞
　次に、図７のフローチャートを参照して、ユーザ装置ＵＥ－Ｒが、受信した発見信号に
基づき、発見信号を送信したユーザ装置ＵＥまでの距離を推定する処理手順を説明する。
【００４２】
　まず、ユーザ装置ＵＥ－Ｒの受信部２１が、発見信号が送信される無線リソースにて発
見信号を受信する（ステップ１１）。
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【００４３】
　受信エネルギ推定部２２は、上記無線リソースにおける受信電力を測定し、測定した値
を距離推定部２４に渡す（ステップ１２）。一方、発見信号デコーダ２３は、発見信号を
デコードして、発見信号から、識別情報とともに送信電力の指標を抽出し（ステップ１３
）、当該指標から送信電力を決定して、当該送信電力を距離推定部２４に渡す（ステップ
１４）。そして、距離推定部２４が、受信エネルギ推定部２２から受け取った受信電力と
、発見信号デコーダ２３から受け取った送信電力とに基づいて、発見信号により発見され
たユーザ装置ＵＥ（発見信号に含まれる識別情報により識別されるユーザ装置ＵＥ）と、
自身（ユーザ装置ＵＥ－Ｒ）との間の距離を推定する（ステップ１５）。
【００４４】
　本実施の形態は、他の実施の形態と比べて、各ユーザ装置が自由に発見信号の送信電力
を決定し、その情報を発見信号に含めて送ることができるという利点がある。
【００４５】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００４６】
　　＜処理内容＞
　第２の実施の形態では、発見信号を受信するユーザ装置ＵＥは、移動通信ネットワーク
から通知される情報に基づいて、発見信号の送信電力を推定する。
【００４７】
　例えば、本実施の形態では、各サービスについて、送信電力に関しての複数のクラスが
予め定められる。一例として（あくまで一例にすぎない）、広告サービスに関して、次の
ように送信電力の３つのクラスが定義される：長（距離）：２６ｄＢｍ、中：２３ｄＢｍ
、短：２０ｄＢｍ。そして、ローカルプリントサービスについて、次のように送信電力の
３つのクラスが定義される：長：２３ｄＢｍ、中：２０ｄＢｍ、短：１８ｄＢｍ。
【００４８】
　そして、基地局ＢＳが、そのセル内のユーザ装置ＵＥに対し、送信電力について使用す
べきクラスをシグナリングにより通知する。どのクラスを使用すべきかは、例えば、環境
やユーザ装置ＵＥの数、密度等により、基地局ＢＳにより決定される。各ユーザ装置は、
基地局ＢＳから通知されたクラスに対応する送信電力で発見信号を送信する。
【００４９】
　各ユーザ装置ＵＥは、基地局ＢＳからのシグナリングによりクラスを把握しているので
、他のユーザ装置ＵＥから受信した発見信号の送信電力を推定できる。例えば、上記のク
ラスの例が適用される場合において、ユーザ装置ＵＥは、広告サービスに係るユーザ装置
ＵＥから発見信号を受信した場合に、基地局ＢＳから例えば「クラス：長」が通知されて
いたことを把握し、広告サービスでの「クラス：長」に対応する２６ｄＢｍを当該発見信
号の送信電力であると推定し、これと受信電力とから距離を推定する。なお、サービスは
、例えば、発見信号に含まれるユーザ装置ＵＥの識別情報により識別できる。また、発見
信号にユーザ装置ＵＥの識別情報とは別にサービスの識別情報を含め、この識別情報から
サービスを識別してもよい。また、サービスを区別せずに、クラスを定義してもよい。
【００５０】
　図８に、第２の実施の形態における処理の一例を示す。図８に示すように、この例では
、基地局ＢＳから送信電力のクラスとして「中」を含む報知メッセージ（ブロードキャス
トメッセージ）が各ユーザ装置ＵＥに通知されている。従って、ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、
広告サービスに係るユーザ装置ＵＥ－Ａからの発見信号の送信電力が、広告サービスの「
中」に対応する２３ｄＢｍと推定でき、ローカルプリントサービスに係るユーザ装置ＵＥ
－Ｂからの発見信号の送信電力が、ローカルプリントサービスの「中」に対応する２０ｄ
Ｂｍであると推定できる。
【００５１】
　なお、上記の説明のように、本実施の形態では、送信電力がクラス分けされる例を示し
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たが、クラス分けされる情報（基地局ＢＳからのクラス通知によりユーザ装置ＵＥにおい
て推定できる情報）は送信電力に限られず、例えば、送信電力と送信アンテナゲインの組
、送信アンテナゲイン、等でもよい。送信電力、送信電力と送信アンテナゲインの組、送
信アンテナゲイン等のように、信号の受信側で距離推定に用いることができる送信電力に
関する情報を送信電力情報と称してよい。つまり、発見信号を受信したユーザ装置ＵＥは
、送信電力情報と受信電力情報を用いて距離を推定する。
【００５２】
　また、本発明において、基地局ＢＳがクラスを通知するために使用するチャネル等は特
定の種類のチャネルに限定されない。
【００５３】
　例えば、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ等で規定されているＲＲＣシグナリング、
ＰＤＣＣＨ、ｅＰＤＣＣＨ、システム情報等を用いてクラスを通知することとしてよい。
また、これらの各チャネルを使用する際に、既存のシグナリングの情報に含めてクラスを
通知してもよいし、新たにシグナリングを定義して通知してもよい。また、ユーザ装置Ｕ
Ｅにおける送信電力制御の目標値を制御するＦｒａｃｔｉｏｎａｌ　ＴＰＣの信号を用い
てクラスを通知することとしてもよい。
【００５４】
　＜基地局ＢＳの構成＞
　図９に、本実施の形態に係る基地局ＢＳの機能構成図を示す。なお、この構成は、ユー
ザ装置ＵＥの数（密度）により、送信電力のクラスを決定する場合における構成例である
。また、図９は、基地局ＢＳにおいて、送信電力のクラスを決定する構成を特に示すもの
である。
【００５５】
　図９に示すように、本実施の形態に係る基地局ＢＳは、受信部３１、送信部３２、ユー
ザ装置数推定部３３、クラス決定部３４、電力クラス設定情報格納部３５を備える。受信
部３１は、発見信号が送信される無線リソースをモニタ（監視）することで、基地局ＢＳ
の配下のユーザ装置ＵＥにより送信される発見信号を受信する。送信部３２は、送信電力
のクラスを配下のユーザ装置ＵＥに通知する。
【００５６】
　ユーザ装置数推定部３３は、受信部３１により受信される発見信号に基づいて、基地局
ＢＳの配下で発見信号を送信しているユーザ装置ＵＥの数を推定する。例えば、所定時間
内に受信する発見信号に含まれる識別情報の数により、ユーザ装置ＵＥの数を推定する。
電力クラス設定情報格納部３５には、ユーザ装置の数と、クラスとを対応付けたプロファ
イル情報が格納されている。このプロファイル情報は、予め基地局ＢＳの電力クラス設定
情報格納部３５に格納しておくこととしてもよいし、適宜、基地局ＢＳ（例えばクラス決
定部３４）が、外部装置等から取得し、電力クラス設定情報格納部３５に格納することと
してもよい。
【００５７】
　クラス決定部３５は、ユーザ装置数推定部３３により推定されたユーザ装置ＵＥの数と
、電力クラス設定情報格納部３４に格納されたプロファイル情報とに基づいて、クラスを
決定し、送信部３２を用いてユーザ装置ＵＥに報知信号等（システム情報等）により送信
する。
【００５８】
　＜基地局ＢＳの動作＞
　次に、図１０を参照して、図９の構成を備える基地局ＢＳの処理手順を説明する。基地
局ＢＳの受信部３１は、発見信号が送信される無線リソースをモニタすることで発見信号
を受信し、ユーザ装置数推定部３３が、受信された発見信号に基づいて、発見信号を送信
するユーザ装置ＵＥの数を推定する（ステップ２１）。
【００５９】
　クラス決定部３４は、前述したプロファイル情報を取得し、電力クラス設定情報格納部
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３５に格納する（ステップ２２）。このプロファイル情報は、ユーザ装置ＵＥの数に応じ
てどのクラスを使用すべきかを定義した情報である。なお、このプロファイル情報は、例
えば、基地局ＢＳの位置（室内、室外等）に関連している。既にプロファイル情報が電力
クラス設定情報格納部３５に格納されている場合、プロファイル情報の取得を行わなくて
もよい。
【００６０】
　クラス決定部３４は、ユーザ装置数推定部３３により推定されたユーザ装置ＵＥの数に
対応するクラスを、プロファイル情報を参照することにより取得する（ステップ２３）。
そして、送信部３２が、クラス決定部３４により決定されたクラスを、配下のユーザ装置
ＵＥに対し、例えば報知信号（セルブロードキャスティング）により通知する（ステップ
２４）。
【００６１】
　　＜ユーザ装置ＵＥの構成＞
　図１１に、本実施の形態に係るユーザ装置ＵＥの機能構成図を示す。図１１は、ユーザ
装置ＵＥにおいて、発見信号を受信して距離を推定するための機能を特に示すものである
。
【００６２】
　ユーザ装置ＵＥは、受信部４１、受信エネルギ推定部４２、クラス取得・保持部４３、
送信電力推定部４４、発見信号デコーダ４５、及び距離推定部４６を備える。受信部４１
は、所定の無線リソースで発見信号を受信する。受信エネルギ推定部４２は、受信した発
見信号の受信電力を測定し、当該受信電力の値を距離推定部４６に渡す。なお、受信エネ
ルギ推定部４２が測定する値は、受信電力に限られず、例えば、受信信号強度、受信点の
電界強度等でもよい。これらの情報のように、距離の推定に用いることができる受信電力
に関する情報を受信電力情報と称してよい。
【００６３】
　クラス取得・保持部４３は、基地局ＢＳから受信する信号（例：高次レイヤの信号、前
述した報知信号等）からクラスを取得し、メモリ等の記憶手段に保持する。送信電力推定
部４４は、発見信号のサービスについてのクラスに対応する送信電力を決定し、決定した
送信電力を距離推定部４６に渡す。
【００６４】
　例えば、送信電力推定部４４は、サービス種別とクラスとに対応付けて送信電力の値を
メモリ等の記憶手段に保持しており、クラス取得・保持部４３から取得するクラスと、発
見信号デコーダにより抽出される識別情報により判別されるサービス種別とに基づき、送
信電力を推定する。
【００６５】
　発見信号デコーダ４５は、受信した発見信号から送信ユーザ装置ＵＥの識別情報を抽出
する。距離推定部４６は、受信電力と送信電力とから、発見信号を送信したユーザ装置Ｕ
Ｅと自身との距離を推定する。
【００６６】
　＜距離推定のためのユーザ装置ＵＥの処理フロー＞
　次に、図１２のフローチャートを参照して、ユーザ装置ＵＥが、受信した発見信号に基
づき、発見信号を送信したユーザ装置ＵＥまでの距離を推定する処理手順を説明する。以
下の手順では、既にユーザ装置ＵＥのクラス取得・保持部４３が、基地局ＢＳから受信し
た高次レイヤ信号等からクラスを抽出し、保持しているものとする。
【００６７】
　まず、ユーザ装置ＵＥの受信部４１が、発見信号が送信される無線リソースにて発見信
号を受信する（ステップ３１）。
【００６８】
　受信エネルギ推定部４２は、上記無線リソースにおける受信電力を測定し、測定した値
を距離推定部４６に渡す（ステップ３２）。一方、発見信号デコーダ４５は、発見信号を
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デコードして発見信号からユーザ装置ＵＥの識別情報を抽出し、送信電力推定部４４に渡
す（ステップ３３）。送信電力推定部４４は、識別情報からサービス種別を判断するとと
もに、クラス取得・保持部４３からクラスを取得し、当該サービス種別とクラスとから送
信電力を特定し、当該特定した送信電力を距離推定部４６に渡す（ステップ３４）。
【００６９】
　そして、距離推定部４６が、受信エネルギ推定部４２から受け取った受信電力と、送信
電力推定部４４から受け取った送信電力とに基づいて、発見信号により発見されたユーザ
装置ＵＥ（発見信号に含まれる識別情報により識別されるユーザ装置ＵＥ）と、自身との
間の距離を推定する（ステップ３５）。
【００７０】
　本実施の形態は、他の実施の形態と比べて、オペレータ（通信事業者）による制御が容
易であるとともに、発見信号への追加情報が不要であるという利点がある。
【００７１】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
【００７２】
　＜処理内容＞
　第３の実施の形態では、ユーザ装置ＵＥは、他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力
を、当該他のユーザ装置ＵＥが基地局ＢＳに送信する上り信号から推定する。すなわち、
ユーザ装置ＵＥは、他のユーザ装置ＵＥが基地局ＢＳに送信する上り信号（ＵＬ　ｓｉｇ
ｎａｌｉｎｇ、当該他のユーザ装置ＵＥの識別情報を含む）を受信（ｏｖｅｒｈｅａｒ）
し、当該受信した信号から他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力を推定する。
【００７３】
　例えば、ユーザ装置ＵＥは、他のユーザ装置ＵＥが送信した上り信号の受信電力を測定
し、その受信電力に基づいて、当該他のユーザ装置ＵＥからの発見信号の送信電力を推定
する。例えば、大きな受信電力で上り信号を受信した場合、干渉が少ないことを推測でき
、発見信号の送信電力も大きいと推測できる。なお、これは一例に過ぎない。
【００７４】
　また、他の例として、他のユーザ装置ＵＥが送信する上り信号の中に、当該他のユーザ
装置の識別情報と当該他のユーザ装置が送信する発見信号の送信電力の情報（例えば、第
１の実施の形態で説明した指標、送信電力値そのもの等）が含まれており、当該上り信号
を受信するユーザ装置ＵＥは、当該上り信号から、当該他のユーザ装置ＵＥが送信する発
見信号の送信電力の情報を取得することができる。
【００７５】
　図１３に、第３の実施の形態における処理の一例を示す。図１３に示す例では、ユーザ
装置ＵＥ－Ａが上り信号を基地局ＢＳに送信し、ユーザ装置ＵＥ－Ｃが当該上り信号を受
信（ｏｖｅｒｈｅａｒ）する。また、ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユーザ装置ＵＥ－Ａから発
見信号を受信する。ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユーザ装置ＵＥ－Ａから送信された上り信号
に基づき、ユーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号の送信電力を推定又は取得し、発見信号の受信
電力とから距離を推定する。
【００７６】
　なお、上記の説明のように、本実施の形態では、送信電力を推定又は取得する例を示し
ているが、推定又は取得する情報は送信電力に限られず、例えば、送信電力と送信アンテ
ナゲインの組、送信アンテナゲイン、等でもよい。送信電力、送信電力と送信アンテナゲ
インの組、送信アンテナゲイン等のように、信号の受信側で距離推定に用いることができ
る送信電力に関する情報を送信電力情報と称してよい。つまり、発見信号を受信したユー
ザ装置ＵＥは、送信電力情報と受信電力情報を用いて距離を推定する。
【００７７】
　また、上記の例で、ユーザ装置ＵＥ－Ｃが、ユーザ装置ＵＥ－Ａから送信された上り信
号を受信するタイミングは、ユーザ装置ＵＥ－Ａとの距離を推定するタイミングの前であ
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れば任意のタイミングでよい。例えば、ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユーザ装置ＵＥ－Ａとの
距離を推定するタイミングの前にユーザ装置ＵＥ－Ａから送信された上り信号を受信し、
ユーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号の送信電力を推定又は取得して、ユーザ装置ＵＥ－Ａの識
別情報とともにメモリ等の記憶手段に保持しておき、ユーザ装置ＵＥ－Ａとの距離を推定
するタイミングで記憶手段からユーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号の送信電力を読み出して使
用することとしてよい。
【００７８】
　　＜ユーザ装置ＵＥの構成＞
　図１４に、本実施の形態に係るユーザ装置ＵＥの機能構成図を示す。図１４は、ユーザ
装置ＵＥにおいて、発見信号を受信して距離を推定するための機能を特に示すものである
。
【００７９】
　ユーザ装置ＵＥは、受信部５１、受信エネルギ推定部５２、送信電力推定部５３、発見
信号デコーダ５４、及び距離推定部５５を備える。受信部５１は、所定の無線リソースで
発見信号を受信する。受信エネルギ推定部５２は、受信した発見信号の受信電力を測定し
、当該受信電力の値を距離推定部５５に渡す。なお、受信エネルギ推定部５２が測定する
値は、受信電力に限られず、例えば、受信信号強度、受信点の電界強度等でもよい。これ
らの情報のように、距離の推定に用いることができる受信電力に関する情報を受信電力情
報と称してよい。送信電力推定部５３は、受信部５１により受信する他のユーザ装置ＵＥ
から送信される上り信号を取得し、当該上り信号から、発見信号の送信電力を推定又は取
得し、発見信号デコーダから通知されるユーザ装置ＵＥの識別情報に対応した送信電力を
距離推定部５５に渡す。
【００８０】
　発見信号デコーダ５４は、受信した発見信号から送信ユーザ装置ＵＥの識別情報を抽出
し、送信電力推定部５３に渡す。距離推定部５５は、受信電力と送信電力とから、発見信
号を送信したユーザ装置ＵＥと自身との距離を推定する。
【００８１】
　＜距離推定のためのユーザ装置ＵＥの処理フロー＞
　次に、図１５のフローチャートを参照して、ユーザ装置ＵＥが、受信した発見信号に基
づき、発見信号を送信したユーザ装置ＵＥまでの距離を推定する処理手順を説明する。
【００８２】
　まず、ユーザ装置ＵＥの受信部５１が、発見信号が送信される無線リソースにて発見信
号を受信する（ステップ４１）。
【００８３】
　受信エネルギ推定部５２は、上記無線リソースにおける受信電力を測定し、測定した値
を距離推定部５５に渡す（ステップ４２）。一方、発見信号デコーダ５４は、発見信号を
デコードして発見信号からユーザ装置ＵＥの識別情報を抽出し、送信電力推定部５３に渡
す（ステップ４３）。
【００８４】
　送信電力推定部５３は受信部５１により受信された上り信号を取得し、発見信号デコー
ダ５４から渡された識別情報に対応する他のユーザ装置ＵＥの上り信号から、当該他のユ
ーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力を推定又は取得し、当該送信電力を距離推定部５５に
渡す。
【００８５】
　そして、距離推定部５５が、受信エネルギ推定部５２から受け取った受信電力と、送信
電力推定部５３から受け取った送信電力とに基づいて、発見信号により発見されたユーザ
装置ＵＥと、自身との間の距離を推定する（ステップ４５）。
【００８６】
　本実施の形態は、他の実施の形態と比べて、シグナリングコストが少ないという利点が
ある。
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【００８７】
　（第４の実施の形態）
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。
【００８８】
　＜処理内容＞
　第４の実施の形態では、ユーザ装置ＵＥが、他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力
を基地局ＢＳに問い合わせ、基地局ＢＳが当該送信電力を問い合わせ元のユーザ装置ＵＥ
に回答する。これにより、ユーザ装置ＵＥが、他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力
を知ることができ、当該他のユーザ装置ＵＥとの距離を推定できる。
【００８９】
　図１６に、第４の実施の形態における処理の一例を示す。本例では、まず、ユーザ装置
ＵＥ－Ｃがユーザ装置ＵＥ－Ａから発見信号を受信する。そして、ユーザ装置ＵＥ－Ｃが
、発見したユーザ装置ＵＥ－Ａとの間の距離を知りたい場合、ユーザ装置ＵＥ－Ｃは、ユ
ーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号の送信電力を要求する要求信号を基地局ＢＳに送信する。こ
の要求信号には、ユーザ装置ＵＥ－Ａの識別情報が含まれている。要求信号を受信した基
地局ＢＳは、ユーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号の送信電力の値を含む応答信号をユーザ装置
ＵＥ－Ａに返す。
【００９０】
　なお、上記の例は、基地局ＢＳが、ユーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号の送信電力の値を保
持している場合、あるいは推定可能な例である。基地局ＢＳが、ユーザ装置ＵＥ－Ａの発
見信号の送信電力の値を保持しておらず、推定可能でもない場合、図１６の点線で示すよ
うに、基地局ＢＳは、発見されたユーザ装置ＵＥ－Ａに対して発見信号送信電力の要求信
号を送信し、要求信号を受信したユーザ装置ＵＥ－Ａが、ユーザ装置ＵＥ－Ａの発見信号
の送信電力の値を含む応答信号を基地局ＢＳに返し、当該応答信号を受けた基地局ＢＳが
、当該応答信号に含まれる送信電力の値を含む応答信号をユーザ装置ＵＥ－Ｃに返す。
【００９１】
　なお、上記の説明のように、本実施の形態では、要求信号／応答信号により送信電力を
取得する例を示しているが、取得する情報は送信電力に限られず、例えば、送信電力と送
信アンテナゲインの組、送信アンテナゲイン、等でもよい。送信電力、送信電力と送信ア
ンテナゲインの組、送信アンテナゲイン等のように、信号の受信側で距離推定に用いるこ
とができる送信電力に関する情報を送信電力情報と称してよい。つまり、発見信号を受信
したユーザ装置ＵＥは、送信電力情報と受信電力情報を用いて距離を推定する。
【００９２】
　本発明において、上述した要求信号／応答信号の送受信に用いるチャネルやシグナリン
グ方法は特定のものに限定されない。例えば、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ等で規
定されているＲＲＣシグナリング、ＰＤＣＣＨ、ｅＰＤＣＣＨ、ＰＵＣＣＨ等を用いてよ
い。また、上述した要求信号／応答信号のために新たにシグナリング手順を規定してもよ
いし、既存のシグナリングの信号に情報を含めることとしてもよい。
【００９３】
　なお、ユーザ装置ＵＥが発見信号の送信電力を問い合わせる先（要求信号の送信先）は
、基地局ＢＳに限られるわけではなく、例えば、発見した他のユーザ装置ＵＥに要求信号
を送り、送信電力を問い合わせてもよい。また、発見信号の送信電力を問い合わせるタイ
ミングは、発見信号を受信した時点に限られるわけではなく、適宜要求信号を基地局ＢＳ
もしくは他のユーザ装置ＵＥに送信し、応答信号を受信し、応答信号に含まれる送信電力
を、対応するユーザ装置ＵＥの識別情報と対応付けてメモリ等の記憶手段に保持しておき
、発見信号を受信したときに、記憶手段から送信電力を読み出して、距離推定に用いるこ
ととしてもよい。
【００９４】
　＜基地局ＢＳの構成＞
　図１７に、本実施の形態に係る基地局ＢＳの機能構成図を示す。図１７に示すように、
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本実施の形態に係る基地局ＢＳは、受信部６１、送信部６２、受信要求判定部６３、送信
電力要求部６４、送信電力応答部６５を備える。
【００９５】
　受信部６１は、ユーザ装置ＵＥから信号を受信し、送信部６２は、ユーザ装置に信号を
送信する。受信要求判定部６３は、ユーザ装置ＵＥから、他のユーザ装置ＵＥの発見信号
の送信電力を要求する要求信号を受信した場合に、当該他のユーザ装置ＵＥの発見信号の
送信電力をメモリ等の記憶手段に保持しているかどうかを判定し、保持していれば送信電
力応答部６５に応答を指示し、保持していなければ送信電力要求部６４に要求を指示する
。
【００９６】
　送信電力応答部６５は、他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力を要求したユーザ装
置ＵＥに対し、当該送信電力を含む応答信号を送信部６２を介して送信する。送信電力要
求部６４は、ユーザ装置ＵＥから、他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力を要求する
要求信号を受信し、当該他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力を保持していない場合
に、当該他のユーザ装置ＵＥに対して要求信号を送信し、当該他のユーザ装置ＵＥから送
信電力を含む応答信号を受信し、当該送信電力を送信電力応答部６５に渡すことで応答を
指示する。
【００９７】
　＜基地局ＢＳの動作＞
　次に、図１８を参照して、図１７の構成を備える基地局ＢＳの処理手順を説明する。
【００９８】
　受信部６１が、ユーザ装置ＵＥから、他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力を要求
する要求信号（当該他のユーザ装置ＵＥの識別情報を含む）を受信する（ステップ５１）
。
【００９９】
　受信要求判定部６３は、上記他のユーザ装置ＵＥの発見信号の送信電力をメモリ等に保
持しているかどうかを判定し、保持していればステップ５５に進み、保持していなければ
ステップ５３に進む。
【０１００】
　ステップ５３において、送信電力要求部６４は、送信部６２を介して、上記他のユーザ
装置ＵＥの発見信号の送信電力を要求する要求信号を当該他のユーザ装置ＵＥに送信する
。そして、送信電力要求部６４は、受信部６１を介して、当該送信電力を含む応答信号を
当該他のユーザ装置ＵＥから受信する（ステップ５４）。
【０１０１】
　ステップ５５において、送信電力応答部６５は、送信部６２を介して、他のユーザ装置
ＵＥの発見信号の送信電力を含む応答信号を、要求元のユーザ装置ＵＥに送信する。
【０１０２】
　＜ユーザ装置ＵＥの構成＞
　図１９に、本実施の形態に係るユーザ装置ＵＥの機能構成図を示す。図１９は、ユーザ
装置ＵＥにおいて、発見信号を受信して距離を推定するための機能を特に示すものである
。
【０１０３】
　ユーザ装置ＵＥは、受信部７１、送信部７２、受信エネルギ推定部７３、送信電力取得
部７４、発見信号デコーダ７５、及び距離推定部７６を備える。
【０１０４】
　受信部７１は、所定の無線リソースで発見信号を受信する。また、受信部７２は、要求
信号に対する応答である応答信号を受信する。送信部７２は、要求信号を送信する。
【０１０５】
　受信エネルギ推定部７３は、受信した発見信号の受信電力を測定し、当該受信電力の値
を距離推定部７６に渡す。なお、受信エネルギ推定部７２が測定する値は、受信電力に限
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られず、例えば、受信信号強度、受信点の電界強度等でもよい。これらの情報のように、
距離の推定に用いることができる受信電力に関する情報を受信電力情報と称してよい。送
信電力取得部７４は、受信した発見信号を送信したユーザ装置ＵＥにおける送信電力を要
求する要求信号を送信部７２を介して送信するとともに、当該送信電力を含む応答信号を
受信部７１を介して受信し、当該送信電力を距離推定部７６に渡す。
【０１０６】
　発見信号デコーダ７５は、受信した発見信号から送信ユーザ装置ＵＥの識別情報を抽出
し、当該識別情報を送信電力取得部７４に渡す。距離推定部７６は、受信電力と送信電力
とから、発見信号を送信したユーザ装置ＵＥと自身との距離を推定する。
【０１０７】
　　＜距離推定のためのユーザ装置ＵＥの処理フロー＞
　次に、図２０のフローチャートを参照して、ユーザ装置ＵＥが、受信した発見信号に基
づき、発見信号を送信したユーザ装置ＵＥまでの距離を推定する処理手順を説明する。
【０１０８】
　まず、ユーザ装置ＵＥの受信部７１が、発見信号が送信される無線リソースにて発見信
号を受信する（ステップ６１）。
【０１０９】
　受信エネルギ推定部７３は、上記無線リソースにおける受信電力を測定し、測定した値
を距離推定部７６に渡す（ステップ６２）。一方、発見信号デコーダ７５は、発見信号を
デコードして発見信号からユーザ装置ＵＥの識別情報を抽出し、送信電力取得部７４に渡
す（ステップ６３）。
【０１１０】
　送信電力取得部７４は、発見したユーザ装置ＵＥの識別情報を含む、発見信号の送信電
力を要求する要求信号を送信部７１を介して送信し、当該送信電力を含む応答信号を受信
部７２を介して受信し、当該送信電力を距離推定部７６に渡す（ステップ６４）。
【０１１１】
　そして、距離推定部７６が、受信エネルギ推定部７３から受け取った受信電力と、送信
電力取得部７４から受け取った送信電力とに基づいて、発見信号により発見されたユーザ
装置ＵＥと、自身との間の距離を推定する（ステップ６５）。
【０１１２】
　本実施の形態は、他の実施の形態と比べて、正確で信頼性が高いという利点がある。
【０１１３】
　（まとめ）
　上述したように、本発明の実施の形態によれば、下記のユーザ装置ＵＥ、基地局ＢＳが
提供される。
【０１１４】
　すなわち、本発明の実施の形態によれば、他のユーザ装置から発見信号を受信すること
により、当該他のユーザ装置との間の距離を推定するユーザ装置であって、
　前記他のユーザ装置から、発見信号の送信電力情報を含む当該発見信号を受信する手段
と、
　前記発見信号から前記送信電力情報を取得する手段と、
　前記ユーザ装置における前記発見信号の受信電力情報と、前記送信電力情報とから前記
第ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距離を推定する手段とを備えることを特徴と
するユーザ装置が提供される。
【０１１５】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
におけるユーザ装置であり、他のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該他
のユーザ装置との間の距離を推定するユーザ装置であって、
　前記基地局から、発見信号の送信電力情報に対応付けられる電力クラスを受信する手段
と、
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　前記他のユーザ装置から、発見信号を受信する手段と、
　前記他のユーザ装置における前記受信した発見信号の送信電力情報を、前記電力クラス
に基づき推定する電力推定手段と、
　前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記電力推定手段により推定された送信電力
情報とから、前記ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距離を推定する手段とを備え
ることを特徴とするユーザ装置が提供される。
【０１１６】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
におけるユーザ装置であり、他のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該他
のユーザ装置との間の距離を推定するユーザ装置であって、
　前記他のユーザ装置から前記基地局に送信される上り信号を受信し、当該上り信号に基
づいて、当該他のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を取得する送信電力取得手
段と、
　前記他のユーザ装置から、発見信号を受信する手段と、
　前記受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力取得手段により取得された前記
送信電力情報とから、前記ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距離を推定する手段
とを備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
【０１１７】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と基地局とを備える移動通信システム
におけるユーザ装置であり、他のユーザ装置から発見信号を受信することにより、当該他
のユーザ装置との間の距離を推定するユーザ装置であって、
　前記他のユーザ装置における発見信号の送信電力情報を要求する要求信号を前記基地局
に送信し、当該基地局から当該送信電力情報を含む応答信号を受信する送信電力取得手段
と、
　前記他のユーザ装置から受信した発見信号の受信電力情報と、前記送信電力取得手段に
より取得した前記送信電力情報とから、前記ユーザ装置と前記他のユーザ装置との間の距
離を推定する手段とを備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
【０１１８】
　また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置における発見信号の送信電力を制御す
る基地局であって、
　ユーザ装置から送信される発見信号を監視することにより、発見信号を送信するユーザ
装置の数を推定するユーザ装置数推定手段と、
　発見信号を送信するユーザ装置の数と、ユーザ装置において発見信号の送信電力情報を
決めるために使用される電力クラスとを対応付けた電力クラス設定情報を参照することに
より、前記ユーザ装置数推定手段により推定されたユーザ装置の数に対応する電力クラス
を決定する電力クラス決定手段と、
　前記電力クラス決定手段により決定された電力クラスをユーザ装置に通知する手段とを
備えることを特徴とする基地局が提供される。
【０１１９】
　以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態
に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。
発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、
それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明に
おける項目の区分けは本発明に本質的ではなく、２以上の項目に記載された事項が必要に
応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載さ
れた事項に（矛盾しない限り）適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理
部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が
物理的には１つの部品で行われてもよいし、あるいは１つの機能部の動作が物理的には複
数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置ＵＥ及び基地局ＢＳは機能的
なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで
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ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク（ＨＤＤ）、リムーバブルディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存され
てもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様
々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
【符号の説明】
【０１２０】
ＵＥ　ユーザ装置
ＢＳ　基地局
１１、３２、６２　７２　送信部
１２　発見信号生成部
１３　指標判定部
２１、３１、４１、５１、６１、７１　受信部
２２、４２、５２、７３　受信エネルギ推定部
２３、４５、５４、７５　発見信号デコーダ
２４、４６、５５、７６　距離推定部
３３　ユーザ装置数推定部
３４　クラス決定部
３５　電力クラス設定情報格納部
４３　クラス取得・保持部
４４、５３　送信電力推定部
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